
 

 

吸収分割に係る事前開示書面 

（会社法第 782条第 1項及び会社法施行規則第 183条に定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 4月 28日 

昭和電工株式会社 

  





5. 承継会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他

の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 183条第 4号ハ） 

 

承継会社の親会社である当社は、2021年 1月 28日に、2021年 6月 1日を効力発生日（予

定）として、会社分割（吸収分割）により当社のアルミ缶事業を承継会社に継承するこ

とを含む一連の取引に関する基本契約をApollo Global Management Inc及びその関連会社が

投資助言するファンドが保有する特別目的会社（以下「Apollo」といいます。) との間で

締結しました。当該基本契約に基づく一連の取引により、承継会社は当社の連結子会社

から外れる一方で、独立会社としてApolloに引き継がれる見込みです。 

 

6. 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 183条第 5号

イ） 

 

当社は、2021年 6月 1日及び 2021年 8月 2日を効力発生日（いずれも予定）として、会

社分割（吸収分割）により当社のアルミ缶事業を当社の 100％連結子会社である承継会社

に、アルミ圧延品事業を同 100％非連結子会社である昭和電工堺アルミ株式会社に、それ

ぞれ承継することを含む一連の取引に関する基本契約を、2021年 1月 28日付けで、

Apollo Global Management Inc.の関連会社が投資助言するファンドが保有する特別目的会社

であるAlpha Japan Acquisition株式会社との間で締結しました。 

 

また、当社は、アイ・シグマ・キャピタル株式会社が管理・運営するアイ・シグマ事業

支援ファンド 3号投資事業有限責任組合（以下「アイ・シグマ事業支援ファンド 3号」と

いいます。）が発行済株式の全てを保有する SKTホールディングス株式会社（以下「SKT

ホールディングス」といいます。）が 2021年 3月 5日から実施した、当社の連結子会社で

あった昭光通商株式会社（以下「昭光通商」といいます。）の普通株式（以下「昭光通商

株式」といいます。）に対する公開買付けに、当社が保有する昭光通商株式のうち

3,160,306株について応募し、4月 22日をもって昭光通商は当社の連結子会社から外れま

した。また、前述の応募に伴い、当社及び SKTホールディングスが保有する昭光通商株

式の取扱い等について定めた株主間契約をアイ・シグマ事業支援ファンド 3号との間で

2021年 3月 4日に締結しました。 

 

7. 吸収分割が効力を生ずる日以後における当社の債務及び承継会社の債務の履行の見込み

に関する事項（会社法施行規則第 183条第 6号） 

(1) 当社の債務の履行の見込みについて 



 

当社の 2020年 12月 31日現在の貸借対照表における資産の額は 2,203,606百万円、負

債の額は 1,485,526百万円であり、その後、これらの額に重大な変動は生じておりま

せん。 
 

また、本吸収分割の効力発生日までに当社の資産及び負債の額に重大な変動を生じ

る事態は、現在のところ予測されておらず、本吸収分割後も、当社における資産の

額は負債の額を十分上回る見込みです。 
 

さらに、当社において、本吸収分割の効力発生日以後における当社の債務の履行に

支障をきたすような事象の発生及びその可能性は、現在までのところ認識されてお

りません。 
 

以上の点、並びに当社の収益状況及びキャッシュ・フロー等に鑑みて、当社の負担

する債務については、本吸収分割の効力発生日以後も履行の見込みがあると判断し

ております。 

 

(2) 承継会社における当社から承継された債務の履行の見込みについて 

 

承継会社の 2020年 12月 31日現在の貸借対照表における資産の額は 29,347百万円、

負債の額は 23,904百万円であり、その後、これらの額に重大な変動は生じておりま

せん。 

 

本吸収分割により、承継会社が当社から承継する資産の額は負債の額を上回ること

が見込まれており、また、本吸収分割の効力発生日までに承継会社の資産及び負債

の額に重大な変動を生じる事態は、現在のところ予測されていないため、本吸収分

割後における承継会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。 

 

さらに、承継会社において、本吸収分割の効力発生日以後における承継会社の債務

の履行に支障をきたすような事象の発生及びその可能性は、現在までのところ認識

されておりません。 

 

以上の点、並びに承継会社の収益状況及びキャッシュ・フロー等に鑑みて、承継会

社が当社から承継する債務については、本吸収分割の効力発生日以降も履行の見込

みがあると判断しております。 

 

以上 

 



別紙 1 吸収分割契約の内容 

















別紙 2 承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 
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